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事業者排出量削減指針 

 

（目的） 

第１条 この指針は、京都市地球温暖化対策条例（以下「条例」という。）第３６条第１項の規定

により、条例第３７条第１項に規定する事業者排出量削減計画書（以下「計画書」という。）の

作成及び条例第４０条第１項に規定する事業者排出量削減報告書（以下「報告書」という。）の

作成に関する事項並びに条例第３８条第１項の規定による計画書に係る評価及び条例第４１条

第１項の規定による報告書に係る評価に関して、京都市地球温暖化対策条例施行規則（以下「規

則」という。）に定めるもののほか必要な事項を定める。 

（用語） 

第２条 この指針において使用する用語は、条例及び規則において使用する用語の例による。 

（温室効果ガスの排出の量の算定の範囲） 

第３条 特定事業者が自らの事業活動に起因する温室効果ガスの排出の量を算定する際の組織上

の範囲は、本市の区域内において特定事業者が所有する事業所、工場、店舗その他事業の用に

供する施設（以下「事業所等」という。）とする。 

第４条 特定事業者が自らの事業活動に起因する温室効果ガスの排出の量を算定する範囲は、次

に掲げるとおりとする。 

 (1) 特定事業者が所有している事業所等において他人から供給された電気、熱を使用した時に、

その電気、熱を作るに当たって電気供給事業者（電気を供給する事業を営む者をいう。以下

同じ。）あるいは熱供給事業者（熱を供給する事業を営む者をいう。以下同じ。）が所有し、

又は経営支配下に置いている施設から発生した温室効果ガスの排出 

(2) 特定事業者が所有している事業所等における燃料の燃焼等による排出、生産工程における

排出等事業者が所有している事業所等の施設、車両から発生した温室効果ガスの排出 

２ 算定の対象とする温室効果ガスは、条例第２条第１項第３号に掲げる各物質とする。（地球温

暖化対策の推進に関する法律施行令（以下「地球温暖化対策推進法施行令」という。）第７条第

１項各号で規定する事業活動の区分から排出されるものに限る。） 

（規模要件の算定方法） 

第５条 規則第２条第１項に規定する別に定める方法は、エネルギーの使用の合理化及び非化石

エネルギーへの転換等に関する法律施行規則第４条第１項各号に掲げる方法とする。ただし、

都市ガスにあっては、標準状態に換算した１０００立方メートルを４５．０ギガジュールに換
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算した後、発熱量１ギガジュールを原油０．０２５８キロリットルとして換算するものとする。 

２ 規則第２条第４項に規定する別に定める方法は、地球温暖化対策推進法施行令第４条に掲げ

る地球温暖化係数を各種の温室効果ガスの数量に乗じるものとする。 

（特定事業者からの温室効果ガスの排出の量の算定方法） 

第６条 特定事業者からの温室効果ガスの排出の量の算定方法（都市ガス及び他人から供給され

た電気を除く。）は、地球温暖化対策推進法施行令第７条第１項各号に定める方法とする。 

２ 都市ガスにあっては、１０００立方メートルを４５．０ギガジュールに換算した後、発熱量

１ギガジュールを二酸化炭素０．０５０９トンとする。 

３ 他人から供給された電気にあっては、計画書及び報告書の提出年度の前年度に地球温暖化対

策の推進に関する法律に基づき環境大臣及び経済産業大臣が公表する「電気事業者別排出係数」

（以下「環境大臣及び経済産業大臣が公表する「電気事業者別排出係数」」という。）に示す電

気事業者ごとの調整後排出係数を乗じるものとする。 

なお、次条第３号に規定する温室効果ガスの排出の量の算定にあっては、別表第１に定める

方法で算定するものとする。 

４ 特定事業者は、その事業活動に係る温室効果ガスの排出の量の実測等に基づき、当該温室効

果ガスの排出の程度又は燃料の発熱の程度を示すものとして適切と認められるものを求めるこ

とができるときは、第１項から前項までの規定にかかわらず、当該実測等に基づく係数を用い

て、温室効果ガスの排出の量を算定することができる。 

（計画書の記載事項） 

第７条 計画書の記載事項等は、次の各号に定めるとおりとする。 

(1) 事業者の概要 

ア 住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 

イ 氏名（法人にあっては、名称及び代表者名、代表電話番号） 

ウ 主たる業種 

エ 細分類番号（統計法第２条第９項に規定する統計基準である日本標準産業分類の細分類の番号） 

オ 事業者の区分 

(2) 削減計画の基本的事項 

ア 計画期間 

計画期間を記載するものとする。ただし、計画期間の第２年度又は第３年度において特

定事業者に該当することとなった事業者にあっては、計画期間のうち、特定事業者に該当

することとなった年度前の年度を除いた期間とする。 

イ 基本方針 

計画期間を通して、温室効果ガスの排出の量の削減のために実施する措置を総合した方

針を示すものとする。 

ウ 計画を推進するための体制 

温室効果ガスの排出の量を削減するための取組を推進する責任者、担当者及び点検体制

を示すものとする。また、本市の区域内における環境マネジメントシステムの名称、適用

範囲、取得年月日等についても記載できるものとする。 
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(3) 温室効果ガスの排出の実績及び削減の目標 

ア 事業活動に伴う排出の量 

(ｱ) 基準年度 

計画期間の前年度における温室効果ガスの排出の量を記載するものとする。 

(ｲ) 第１年度、第２年度及び第３年度 

計画期間中の各年度における温室効果ガスの排出の量の目標を記載するものとする。 

(ｳ) 増減率 

計画期間中における温室効果ガスの排出の量の目標の平均量から基準年度における温

室効果ガスの排出の量を差し引き、基準年度における温室効果ガスの排出の量で除した

数字に、１００を乗じた数値を記載するものとする。 

イ 評価の対象となる排出の量 

(ｱ) 基準年度 

原則として計画期間の直前三年度における温室効果ガスの排出の量の平均量を記載す

るものとする。ただし、直前三年度の間に事業所の増減等により、排出量に大幅な変動

が生じた場合においては、計画期間の前年度等における温室効果ガスの排出の量を記載

することができるものとする。 

なお、自らが実施した地球温暖化対策により削減された温室効果ガスの量を他の者が

削減したものとみなすための取引を実施した場合にあっては、当該取引により他の者に

移転した温室効果ガスの削減量を加算して記載しなければならない。 

(ｲ) 第１年度、第２年度及び第３年度 

計画期間中の各年度における温室効果ガスの排出の量の目標から、第８号に規定する

森林の保全及び整備、再生可能エネルギーの利用その他の地球温暖化対策により削減す

る各年度における目標の量及び第１０号カに規定する超過削減量を差し引いた量を記載

するものとする。 

(ｳ) 増減率 

計画期間中における温室効果ガスの排出の量の目標の平均量から基準年度における温

室効果ガスの排出の量を差し引き、基準年度における温室効果ガスの排出の量で除した

数字に、１００を乗じた数値を記載するものとする。 

ウ 目標の根拠 

目標の設定に当たっては、第１４条に規定する目標削減率を考慮して、工場、事業所の

排出に係る活動区分ごとの燃料等の使用状況、設備の運用改善によるエネルギー使用の合

理化、設備の更新及び増減、再生可能エネルギーの利用、将来的な事業活動の見込み（事

業所数の増減等も含む）、社会情勢等を総合的に勘案して目標の量を設定し、その考え方を

記載するものとする。 

(4) 原単位当たりの温室効果ガス排出量等 

事業上の区分（事業所、工場、店舗、部門、製造ライン、営業車両など）等ごとに原単位

当たりの温室効果ガスの排出の量（以下「排出原単位」という。）の目標を設定し、記載する

ものとする。 
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ア 原単位の指標 

事業の用に供する建築物の用途ごとに、当該区分における温室効果ガスの排出の量の削

減に係る取組等が適正に反映されると考えられる数量（製造品出荷額、延床面積、走行距

離等）を特定事業者が自らの判断で設定するものとする。 

なお、原則として計画期間中は設定した原単位の指標は変更しないものとする。 

(ｱ) 基準年度 

計画期間の前年度における排出原単位を記載するものとする。 

(ｲ) 第１年度、第２年度及び第３年度 

計画期間中の各年度における排出原単位の目標を記載するものとする。 

(ｳ) 増減率 

計画期間中における排出原単位の目標の平均から基準年度の排出原単位を差し引き、

基準年度の排出原単位で除した数字に、１００を乗じた数値を記載するものとする。 

イ 原単位の指標及び目標の根拠 

温室効果ガスの排出の量を削減するための取組及び措置が適正に反映されると考える数

量（製造品出荷額、延床面積、走行距離等）の設定理由及び目標とする計画数値の設定の

考え方を記載するものとする。 

(5) 重点的に実施する取組の実施計画 

先進的な取組を通じて温室効果ガスの排出の量の一層の削減を図るために重点的に実施す

ることが望ましい対策として別表第２に掲げる対策（以下「重点対策」という。）の実施率（実

施又は実施を計画している対策の数を、対策の数で除した数字に、１００を乗じた数値をい

う。以下「重点対策実施率」という。）を記載するものとする。 

(6) 具体的な取組及び措置 

計画期間中の各年度において温室効果ガスの排出の量を削減するために実施しようとする

主な取組及び措置の内容について記載するものとする。 

(7) 通勤における自己の自動車等を使用することを控えさせるために実施しようとする措置 

ア 措置の内容 

特定事業者が所有する本市域内の事業所において、従業者の通勤における自動車等の使

用を控えさせるために実施している措置又は実施しようとする措置の具体的な内容を記載

するものとする。 

なお、措置の内容に関して目標数値を設定している場合は、可能な限り数値を記載する

ものとする。 

イ 上記の措置を採用する理由 

従業者の通勤における自己の自動車等の使用を控えさせるために実施しようとする措置

の内容について、当該措置を採用する理由を記載するものとする。また、いかなる措置も

取り得ない場合には、その理由を記載するものとする。 

(8) 森林の保全及び整備、再生可能エネルギーの利用その他の地球温暖化対策により削減する量 

ア 森林の保全及び整備によるもの 

京都府森林吸収量認証制度に基づき申請を行った京都府内の森林における保全及び整備
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活動について、同制度に定める方法により算定される二酸化炭素の森林吸収量を記載する

ものとする。 

イ 地域産木材の利用によるもの 

京都府産木材認証制度に定める方法により算定される他の木材を利用した場合に比べて

発生が抑制される二酸化炭素（木材の輸送に係るものに限る。）の量を記載するものとする。 

ウ 再生可能エネルギーを利用した電力又は熱の供給によるもの 

本市の区域内において再生可能エネルギーを利用して得た電力又は熱のうち、他の者に

供給する予定量を、次に掲げる区分に応じ、当該区分に掲げる方法により二酸化炭素の量

に換算した数値を記載するものとする。ただし、再生可能エネルギーを利用して得た電力

又は熱の全量を他の者に供給するものについては、基準年度における温室効果ガスの排出

の量に目標削減率を乗じた量を上限とする。 

(ｱ) 他の者に供給した電力 

 電力量１キロワット時に、提出年度の前年度に環境大臣及び経済産業大臣が公表する

「電気事業者別排出係数」のうち、「全国平均係数」を乗じる。 

(ｲ) 産業用に供給した蒸気 

 １ギガジュールを１．１７ギガジュールに換算した後、０．０６０を乗じる。 

(ｳ) 産業用以外に供給した蒸気、温水、冷水 

 １ギガジュールを１．１９ギガジュールに換算した後、０．０５３を乗じる。 

エ グリーン電力証書等の購入によるもの 

一般財団法人日本品質保証機構の認証を受けたグリーン電力証書、グリーン熱証書又は

一般社団法人日本卸電力取引所において取引された非化石証書のうち、京都市内における

償却予定量を次に掲げる方法により二酸化炭素の量に換算した値を記載するものとする。 

(ｱ) グリーン電力証書、非化石証書 

購入予定量１キロワット時に、提出年度の前年度に環境大臣及び経済産業大臣が公表

する「電気事業者別排出係数」のうち、「全国平均係数」を乗じる。 

(ｲ) グリーン熱証書 

購入予定量１ギガジュールに０．０５３を乗じる。 

オ 温室効果ガスの排出の量の削減又は吸収の量の購入によるもの 

他の者が自主的に行った地球温暖化対策により削減され、又は吸収された二酸化炭素の

量のうち、国内クレジット制度、オフセット・クレジット（Ｊ－ＶＥＲ）制度、Ｊ－クレ

ジット制度、ＤＯ ＹＯＵ ＫＹＯＴＯ？クレジット制度及び京都版ＣＯ２排出量取引制度

により認証された量の京都市内における償却予定量を記載するものとする。  

(9) 地球温暖化対策に資する社会貢献活動 

次に掲げる地球温暖化対策に資する社会貢献活動を実施している場合には、その活動の内

容を記載することができる。 

ア 脱炭素社会の実現に貢献する事業の実施 

他の者の温室効果ガスの排出の量の削減を実現する機器の製造又はサービスの提供を事

業として実施している場合、その内容を記載するものとする。 
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なお、他者の温室効果ガスの排出の量の削減量について、推計することが可能な場合は、

その数値を記載し、計算の過程を示す書類を添付するものとする。 

イ 地域における環境学習の実践、他の者が実施する環境学習への協力 

学校や地域団体等に対して環境学習を実施している、又は他の者が実施する環境学習に

対して協力を行っている場合は、その内容を記載するものとする。 

ウ 市街地の緑地の保全に関する取組 

特定事業者が所有する事業所の敷地外において、緑地の保全に関する取組を実施してい

る場合は、その内容を記載するものとする。 

エ 廃棄物の排出量の把握及び削減に係る対策 

特定事業者が自主的に取り組む廃棄物の排出量の把握及び削減に係る対策（京都市廃棄

物の減量及び適正処理等に関する条例に基づく対策を除く。）を実施している場合は、その

内容を記載するものとする。 

オ その他地球温暖化対策に資する社会貢献活動 

アからエに掲げるもの以外の地球温暖化対策に資する社会貢献活動について、記載する

ことができる。 

(10) 特記事項 

次に掲げる事項を記載するものとする。 

ア 代表者の変更 

代表者の変更が生じた場合、変更が生じた日付及び変更前、変更後の代表者氏名を記載

する。 

イ 事業所の増減 

事業所の新設、廃止及び合併等、事業所数に変更が生じた場合、変更が生じた日付及び

変更内容を記載する。 

ウ 特異な判断 

温室効果ガスの排出の量の算定に当たって独自の係数を使用する場合、その他、計画書

記載事項の把握及び集約についてやむを得ず特異な判断を行った場合は、その理由及び内

容を記載する。 

エ 社会的責任に関する取組 

第９号に掲げる「地球温暖化対策に資する社会貢献活動」に該当しない事業者の社会的

責任に関する取組のうち、環境保全又は環境改善に関する取組について記載することがで

きる。 

オ 再生可能エネルギーの導入計画及び導入実績 

設備の設置規模及び創出するエネルギー量を記載するものとする。 

カ 超過削減量の差引を行う年度及びその量 

直前の計画期間における実績の削減量から目標削減量（目標削減率の分だけ削減を達成

したものとして算出される削減量）を減じたものを記載するものとする。 

キ その他 

  アからカに掲げるもの以外で、特記すべき事項があれば記載することができる。 
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(11) 添付図書 

ア 計画書は、次の資料を添付して提出するものとする。 

(ｱ) 別に定める温室効果ガス排出量内訳書及び温室効果ガス排出量内訳書別紙（以下「内

訳書」という。） 

(ｲ) 重点対策実施率算出シート及び重点対策実施の根拠資料（前計画期間において実施せ 

ず、当該計画期間で初めて実施するものに限る。） 

イ 計画書の記載事項に関して説明が必要な場合、その内容を説明する資料を必要に応じて

添付するものとする。 

（報告書の記載事項等） 

第８条 報告書の記載事項は、計画書に記載した計画内容に沿って、当該報告年度における実績

を記載するものとする。 

２ 記載の方法は、第７条各号に定めるほか以下の各号による。 

(1) 実績に対する自己評価 

当該報告年度における温室効果ガスの排出の量等の増減の要因、計画書における温室効果

ガスの排出の量等の目標の達成に向けた考え方等を記載するものとする。 

(2) 各年度の具体的な取組及び措置の内容 

当該報告年度において実施した重点対策等の具体的な内容を記載するものとする。 

３ 基準年度における温室効果ガスの排出の量及び原単位当たりの温室効果ガス排出量は、あら

かじめ提出済みの計画書における数値を転記するものとする。 

（内訳書の記載事項） 

第９条 内訳書の記載事項は、次の各号に定めるとおりとする。 

(1) 事業者名 

本市域内に所有する事業所が１事業所の場合は、当該事業所の名称を記載するものとする。 

なお、複数の事業所を有する場合は、事業所の合計又は小計の内訳書には事業者名に「合

計」又は「小計」と追記し、それぞれの事業所の内訳書には事業所の名称を記載するものと

する。 

(2) 提出書類の区分 

内訳書が、計画書又は報告書のいずれの内訳を示すものであるかを記載するものとする。 

(3) 記載年度 

内訳書に記載する項目の該当年度を記載するものとする。 

(4) 記載年度の区分 

内訳書の記載年度の区分について、「基準年度（実績）」、「目標年度（計画）」又は「報告年

度（実績）」のいずれかを記載するものとする。ただし、基準年度を記載する場合にあっては、

算定に用いた全ての年度について、内訳書を作成し提出するものとする。 

(5) Ａ 事業所等排出区分 

ア エネルギー種別 

使用しているエネルギーの種別ごとに記載するものとする。 
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なお、例示のエネルギーの種別以外のエネルギーを使用している場合には、「上記以外の

エネルギー」の欄に当該エネルギーの種別を記載するものとする。 

イ 実数値 

事業所等で使用した全ての燃料等エネルギーの量を記載するものとする。 

ウ 原油換算数量、二酸化炭素換算数量 

第５条及び第６条に定める方法により、エネルギーの種類ごとの原油換算数量、二酸化

炭素換算数量を求め、それぞれ記載するものとする。 

なお、地球温暖化対策推進法施行令第７条第１項各号に記載のないエネルギーについて

は、根拠のある係数をもって算出するものとし、エネルギーの種別の名称を明示したうえ

で、根拠資料を温室効果ガス排出量内訳書に添付するものとする。 

エ 合計 

原油換算数量、二酸化炭素換算数量のそれぞれを集計するものとする。 

オ 蒸気、温水、冷水の供給元 

蒸気、温水、冷水の供給を受けてエネルギー源とした場合は、供給元の名称を記載する

ものとする。 

カ 自家発電 

自家発電を行っている場合は、当該発電量を記載するものとする。 

(6) Ｂ 輸送車両排出区分 

ア エネルギー種別 

使用しているエネルギーの種別ごとに記載するものとする。 

イ 実数値 

道路運送法第２条第２項に規定する自動車運送事業を行う者であって、事業用車両の燃

料として使用したエネルギーの量を記載するものとする。 

なお、鉄道事業者にあっては、本市域内において使用したエネルギーの量を特定できな

い場合に限り、全営業距離数を本市域内の営業距離数で按分した値を記載するものとする。 

ウ 原油換算数量及び二酸化炭素換算数量 

第５条及び第６条に定める方法により、エネルギーの種別の原油換算数量、二酸化炭素

換算数量を求め、それぞれ記載するものとする。 

なお、地球温暖化対策推進法施行令第７条第１項各号に記載のないエネルギーについて

は、根拠のある係数をもって算出するものとし、エネルギーの種別の名称を明示したうえ

で根拠資料を温室効果ガス排出量内訳書に添付するものとする。 

エ 合計 

原油換算数量、二酸化炭素換算数量のそれぞれを集計するものとする。 

オ 年度末使用車両数 

自動車にあっては本市域内の事業所を登録地又は活動の根拠地としている車両台数を記

載するものとする。鉄道車両にあっては全ての車両数を記載するものとする。 

なお、いずれも当該年度の３月３１日時点の台数を記載するものとする。 

カ 鉄道事業者の京都市内分指標 
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鉄道事業活動に伴う温室効果ガス排出量を按分する指標として、全営業距離数及び本市

域内の営業距離数を記載するものとする。 

キ 自家発電 

自家発電を行っている場合は、当該発電量を記載するものとする。 

(7) Ｃ その他排出区分 

ア 実数値 

温室効果ガスの種別ごとに、環境省の「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル」を

参考として、排出した温室効果ガスの数量を記載するものとする。 

なお、当該温室効果ガスを閉鎖系内で循環使用する場合にあっては、当該年度において

追加購入した量とする。 

イ 二酸化炭素換算数量 

数値の換算に当たっては、第５条及び第６条に定める方法によるものとする。 

ウ 合計 

二酸化炭素換算の数量を集計するものとする。 

エ 該当する排出源の名称 

温室効果ガスを排出する施設、工程の名称等を記載するものとする。 

２ 内訳書の別紙は、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。 

(1) 事業所等の名称及び事業所等の種別 

本市域内における事業者の事業活動に伴うエネルギーの年度の使用量が、前年度において

原油に換算して５００キロリットル以上の事業所については、事業所等の名称及び種別を記

載するものとする。 

(2) 「合計」「Ａ事業所等排出区分」「Ｂ輸送車両排出区分」「Ｃその他排出区分」 

第５条及び第６条に定める方法により、各事業所における各区分のエネルギーの使用量の

原油換算数量、二酸化炭素換算数量を求め、それぞれ記載するものとする。本市域内におけ

る事業者の事業活動に伴うエネルギーの年度の使用量が、前年度において原油に換算して５

００キロリットル未満の事業所については、その合計を「その他事業所の合計」に記載する

ものとする。 

３ 「市内事業所数の合計」に、本市の区域内における事業所の総数を記載するものとする。 

（事業者排出量削減計画書等提出書の作成） 

第１０条 計画書等の提出は、別に定める事業者排出量削減計画書等提出書（以下「提出書」と

いう。）を添えて行うものとする。 

（計画書の変更等） 

第１１条 提出した計画書の内容のうち、次に掲げる事項を変更したときは、速やかに、事業者

排出量削減計画変更届（以下「変更届」という。）に、提出書及び当該変更を反映させた計画書

等を市長に提出しなければならない。ただし、第５号から第７号に掲げる事項にあっては、一

年間の温室効果ガス排出量が、「評価の対象となる排出量」の基準年度の量に第１４条に規定す

る目標削減率の絶対値を乗じて得た量を超えて増加、又は減少する場合に限る。 

(1) 事業を廃止したとき。 
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(2) 名称及び事業所等に変更があったとき。 

(3) 温室効果ガスの排出量の削減に関する基本方針に変更があったとき。 

(4) 温室効果ガスの排出量の削減に関する目標に変更があったとき。 

(5) 事業所等の新設又は廃止があったとき。 

(6) 事業所等の用途の変更があったとき。 

(7) 事業の経営の統合又は分社を行ったとき。 

(8) その他計画書に記載した事項について、大幅な変更があったとき。 

２ 前項第５号から第７号により計画書の変更を行う特定事業者は、当該事由による温室効果ガ

スの排出の量の増加又は減少の量を、単年度の量に按分し、「評価の対象となる排出量」の基準

年度の量に加算又は減算しなければならない。 

なお、年度ごとに前項第５号から第７号の変更が生じることが明らかである場合においては、

計画期間の最終年度における温室効果ガスの排出量の報告を行う際に、過去３年間の変更に伴

う温室効果ガスの排出の量の増加又は減少の量をまとめたうえで、単年度の量に按分して基準

年度の量に加算又は減算できるものとする。 

３ 前項に掲げるもののほか、変更後の計画書の作成については、第４条から前条までの規定を

準用する。 

（提出書類の控えの保存） 

第１２条 特定事業者は、提出した計画書及び報告書の控え（内訳書及びその他の添付図書を含

む。）を当該計画期間に係る報告が完了するまで保存しなければならない。 

（目標の達成状況等と次期計画） 

第１３条 特定事業者は、計画期間の各年度における温室効果ガスの排出の量及び具体的な措置

の実施状況に基づき、目標の達成状況を確認し、より高い目標の設定又は新たな目標の設定、

目標を達成するための措置の内容の見直しを行い、次期計画を策定し、提出することとする。 

（目標削減率） 

第１４条 計画期間における温室効果ガスの排出の量の削減に関する目標として本市が求める削

減率（第７条第３号イ(ｳ)に規定する増減率と同じ計算をするもの、以下「目標削減率」という。）

は、次の各号に掲げる事業者の主たる業種に基づく区分に応じ、当該各号に掲げる数値とする。 

(1) 運輸部門（条例第２条第１項第７号イ又はウのいずれかに該当する特定事業者） 

マイナス２パーセント 

(2) 産業部門（日本標準産業分類の大分類がＡからＥに該当する特定事業者） 

 マイナス４パーセント 

(3) 業務部門（前２号のいずれにも該当しない特定事業者） 

 マイナス６パーセント 

（評価の対象） 

第１５条 計画に対する評価は、計画書の提出期限後に、当該計画書その他の添付図書により行

うものとする。ただし、変更届を提出した事業者に対しては、変更後の計画書により行うもの

とする。 

２ 実績に対する評価は、計画期間最終年度の報告書により行うものとする。 
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（評価の基準） 

第１６条 評価は、事業活動に伴う温室効果ガスの排出の削減及び脱炭素社会の実現に貢献する

取組に対して、次の各号に掲げる基準により行うものとする。 

(1) 計画作成の基本的事項に関する評価 

次に掲げる項目のうち該当しないものがある事業者は、Ｄ評価とし、次号以降の評価を行

わないものとする。 

ア 計画を実施するための推進体制が整備されていること 

イ エネルギーの使用を種別、排出区分別に把握し管理していること 

ウ 温室効果ガスの排出の量の削減目標を検討し、設定していること 

エ 排出原単位の改善目標を検討し、設定していること 

オ 温室効果ガスの排出の量の削減に係る対策について検討を行っていること 

(2) 温室効果ガスの排出の量の削減の目標 

温室効果ガスの排出の量の削減の目標について、次の方法により評価を行う。 

ア 第７条第３号イに規定する「評価の対象となる排出の量」の増減率が、目標削減率より

小さい数値である特定事業者は、Ａ評価とする。 

イ 前号に該当する特定事業者のうち、次に掲げる全ての項目に該当するものは、Ｓ評価と

する。 

(ｱ) 計画期間中に目標削減率の１．５倍以上の削減を実施していること 

(ｲ) 原単位当たりの温室効果ガスの排出量を、年率２パーセント以上削減していること 

(ｳ) 重点対策実施率が２５パーセント以上であること 

ウ 「評価の対象となる排出の量」の増減率が、目標削減率より大きい数値である特定事業

者は、Ｃ評価とする。 

エ 前号に該当する特定事業者のうち、次のいずれかに該当する者は、Ｂ評価とする。 

(ｱ) 計画期間中に目標削減率の０．５倍以上の削減を実施していること 

(ｲ) 原単位当たりの温室効果ガスの排出量を年率２パーセント以上削減していること 

(ｳ) 重点対策実施率が２５パーセント以上であること 

（評価結果の通知及び公表） 

第１７条 市長は、評価を行ったときは、速やかに特定事業者に対しその結果を通知し、公表す

るものとする。 

（事業者に対する指導及び助言） 

第１８条 市長は、第１６条の評価の基準に基づき、評価が優良な事業者又は評価の低い事業者

を主たる対象に指導及び助言、又は状況調査等を行うものとする。 

（表彰） 

第１９条 条例第４２条の規定により表彰する特定事業者は、報告書に対する評価の結果に基づ

き、地球温暖化対策に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて決定する。 

（特定事業者以外の事業者による計画書及び報告書の提出） 

第２０条 第４条から前条までの規定は、特定事業者以外の事業者が計画書及び報告書を作成し、

提出する場合について準用する。 
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附 則（平成２３年３月３１日） 

１ この指針は、平成２３年４月１日から施行する。ただし、改正後の指針の施行日前に計画書

を提出した特定事業者にあっては、平成２２年度の報告書の提出について、なお従前の例によ

るものとする。 

２ 平成２３年度から平成２５年度の計画期間において特定事業者が使用する電気の発電に伴う

二酸化炭素排出量の算定に必要な二酸化炭素排出係数は、一般電気事業者及び特定規模電気事

業者ごとに次の各号に掲げる係数とする。 

(1) 北海道電力株式会社 ０．０００４３３ｔ－ＣＯ２／ｋＷｈ 

(2) 東北電力株式会社 ０．０００４６８ｔ－ＣＯ２／ｋＷｈ 

(3) 東京電力株式会社 ０．０００３８４ｔ－ＣＯ２／ｋＷｈ 

(4) 中部電力株式会社 ０．０００４７４ｔ－ＣＯ２／ｋＷｈ 

(5) 北陸電力株式会社 ０．０００３７４ｔ－ＣＯ２／ｋＷｈ 

(6) 関西電力株式会社 ０．０００２９４ｔ－ＣＯ２／ｋＷｈ 

(7) 四国電力株式会社 ０．０００４０７ｔ－ＣＯ２／ｋＷｈ 

(8) 九州電力株式会社 ０．０００３６９ｔ－ＣＯ２／ｋＷｈ 

(9) イーレックス株式会社 ０．０００５８６ｔ－ＣＯ２／ｋＷｈ 

(10) エネサーブ株式会社 ０．０００４９８ｔ－ＣＯ２／ｋＷｈ 

(11) 王子製紙株式会社 ０．０００４７２ｔ－ＣＯ２／ｋＷｈ 

(12) オリックス株式会社 ０．０００７０４ｔ－ＣＯ２／ｋＷｈ 

(13) 株式会社エネット ０．０００４２９ｔ－ＣＯ２／ｋＷｈ 

(14) 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ ０．０００４８３ｔ－ＣＯ２／ｋＷｈ 

(15) サミットエナジー株式会社 ０．０００６７５ｔ－ＣＯ２／ｋＷｈ 

(16) ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社 ０．０００４３３ｔ－ＣＯ２／ｋＷｈ 

(17) 昭和シェル石油株式会社 ０．０００９０１ｔ－ＣＯ２／ｋＷｈ 

(18) 新日鉄エンジニアリング株式会社 ０．０００６８５ｔ－ＣＯ２／ｋＷｈ 

(19) ダイヤモンドパワー株式会社 ０．０００４６７ｔ－ＣＯ２／ｋＷｈ 

(20) 日本テクノ株式会社 ０．０００６７０ｔ－ＣＯ２／ｋＷｈ 

(21) パナソニック株式会社 ０．０００７４９ｔ－ＣＯ２／ｋＷｈ 

(22) 丸紅株式会社 ０．０００５４０ｔ－ＣＯ２／ｋＷｈ 

(23) その他の電気事業者 ０．０００５６１ｔ－ＣＯ２／ｋＷｈ 

 

附 則（平成２６年７月３日） 

この指針は、平成２６年７月３日から施行する。ただし、改正後の指針の施行日前に平成２３

年度以降の３年間を計画期間とする事業者排出量削減計画書を提出した特定事業者にあっては、

平成２３年度以降の３年間の各年度の事業者排出量削減報告書及び添付書類の提出について、な

お従前の例によるものとする。 

 

附 則（平成２７年６月２日） 
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この指針は、平成２７年６月２日から施行する。ただし、改正後の指針の施行日前に平成２６

年度以降の３年間を計画期間とする事業者排出量削減計画書を提出した特定事業者にあっては、

平成２６年度以降の３年間の各年度の事業者排出量削減報告書及び添付書類の提出について、な

お従前の例によるものとする。ただし、改正後の指針の施行日以降に条例第２７条第３項の規定

に基づく変更後の計画書を提出する特定事業者にあっては、改正後の指針を適用するものとする。 

 

附 則（平成２８年６月１日） 

 この指針は、平成２８年６月１日から施行する。ただし、平成２６年度以降の３年間を計画期

間とする事業者排出量削減計画書及び事業者排出量削減報告書の作成に関して、平成２８年３月

３１日以前の旧電気事業法に規定される特定規模電気事業者から供給された電気の計算について

は、本指針第９条第５号ア及び同条第６号アの規定について、なお従前の例による。この場合、

電気の計算において、熱量の換算係数は従前のとおり全日平均値を採用し、京都市地球温暖化対

策条例に基づく事業者排出量削減計画書等の様式を定める要綱第４号様式中の昼間買電区分に当

該電気供給事業者名を記載するものとする。また、平成２７年６月２日の改正附則において、従

前の例によるものとされた三ふっ化窒素追加の規定について、平成２６年度以降の３年間の各年

度の事業者排出量削減報告書及び添付書類の提出については、なお従前の例によるものとする。 

 

附 則（平成２９年６月２３日） 

この指針は、平成２９年６月２３日から施行する。ただし、平成２６年度以降の３年間を計画

期間とする事業者排出量削減報告書の作成については、なお従前の例による。 

 

附 則（令和２年７月７日） 

この指針は、令和２年７月７日から施行する。ただし、平成２９年度以降の３年間を計画期間

とする事業者排出量削減報告書の作成については、なお従前の例による。 

 

附 則（令和３年３月３１日） 

この指針は、令和３年４月１日から施行する。 

 

  附 則（令和５年４月７日） 

この指針は、令和５年４月７日から施行する。 
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別表第１（第６条、第７条関係） 他人から供給された電気に係る温室効果ガスの排出の量の算定方法  

対象となる条項 他人から供給された電気に係る温室効果ガスの排出の量の算定方法 

第７条第３号ア(ｱ) 

「基準年度」 

【計画期間の前年度における温室効果ガス排出量】 

計画期間の前年度の電気使用量 

×計画期間の前年度の電気事業者ごとの調整後排出係数※１ 

※１ 原則、メニュー別係数を公表している電気事業者については、「メニュー別係数」を

使用する。 

第７条第３号ア(ｲ) 

「第１年度、第２年度及び第３年度」  

【計画期間の各年度における温室効果ガス排出量】 

各年度の電気使用量 

  × 各年度の電気事業者ごとの調整後排出係数※１ 

※１ 原則、メニュー別係数を公表している電気事業者については、「メニュー別係数」を

使用する。 

第７条第３号イ(ｱ) 

「基準年度」 

【計画期間の直前３カ年における温室効果ガス排出量の平均の値】 

計画期間の直前３カ年における 

(各年度の電気使用量 × 各年度の電気事業者ごとの調整後排出係数※2) の合計 

 ÷ ３※３ 

※２ 原則、メニュー別係数を公表している電気事業者については、「メニュー別係数（残

差）」を使用する。 

※３ 前計画期間の途中から特定事業者に該当することとなった事業者にあっては、特定事

業者に該当することとなった年数（２又は１）で割るものとする。 

 



15 

別表第２（第７条関係） 重点対策 

番号 項目 判断基準 

1 サプライチェーン排出量算定の実施 
サプライチェーン CO2排出量の算定及び削減計画の策定を行っ

ていること 

2 気候変動イニシアティブへの参画 RE100、SBT、TCFD 等のいずれか１つ以上に取り組んでいること 

3 サステナブルファイナンスの実施 
サステナビリティ・リンク・ローン（ボンド）又はグリーンロ

ーン（ボンド）の融資（社債）等を実施していること 

4 廃棄物の減量化・リサイクルの推進 
サプライヤーと連携した廃棄物の発生抑制や廃棄物回収時等

の脱炭素化に取り組んでいること 

5 
自家消費型再生可能エネルギー・蓄電

池・EMS の導入 

市内の同一事業所において、自家消費を主目的とする再生可能

エネルギーの導入に加え、再生可能エネルギーの効率的利用設

備（蓄電池又はエネルギーマネジメントシステム）を導入して

いること 

6 再エネ需給バランス調整への寄与 

市内の事業所が VPP 事業（実証含む）に参加していること（ア

グリゲーターとしての参加も可） 

又は、電力会社等の要請によりデマンドレスポンスに対応して

いること 

7 
自動車由来の温室効果ガス排出削減

に係る取組の実施 

市内の事業所において、電気自動車等（FCV・EV・PHV）の導入

又はカーシェアリング等を実施し、自動車由来の温室効果ガス

排出削減に係る取組を実施していること 

8 効率性の高い建築物の導入 
市内において、ZEB（「ZEB」、Nearly ZEB、ZEB Ready、ZEB Oriented）

を導入していること 

 


